医療と機会平等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉義之
はじめに
　生命倫理学・医療倫理学は、殆どの場合、問題別・ケース別に編成されてきた。これは、生命科学・生命技術の進展に伴って新たな問題やケースが次々と提起され、その都度、場合に応じて場当たり的に、ガイドラインなどが求められてきた結果である。新たな問題やケースが提起されるたびに、市民だけではなく専門家でさえも、不確定性や決定不可能性に晒されて不安になり、ガイドラインなどに拠り所を求めてきたのである。しかし、そのために、生命科学と生命技術に内在した価値基準を探究し、それに依拠して是非の判断を行なうといった道は忘れ去られてきた。動物実験、人体実験、生体資源利用などについても、そこに内在して基準が探られるのではなく、科学技術に対して外在的な基準によって規制をかけられることを専門家自身が求めるようになってきた。このことは、科学技術の内実と社会の諸力との内的関係を考慮するなら、当然のことであると評価しなければならないにしても、外在的な基準に縋る姿勢は、科学技術に固有のものや科学技術に帰せられるべき社会的なものをそれとして思考する態度を失わせ、ひいては、規制を侵犯しなければ何でも許されるという野放図な態度を醸成してもいる。現在求められることは、科学者と技術者自身が、自らの営為が社会的に適法的であることをカズイスティックに確認するだけではなく、「応用」研究一般だけではなく「基礎」研究一般が無条件に有意味であるなどとは言えないことを自覚することから始めて、自らの営為が科学的にも技術的にも有意味であることを説明する責任を負うことである。
これに対して、医療ないし医療制度の場合は、そこに内在する目的や価値基準は明白であるように見えるが、事態はそれほど簡単ではなくなっている。あるいは、事態を困難にさせてしまうような状況になっている。したがって、生命科学と生命技術の場合以上に、医療に関しては、そこに内在的な規範理論的な考察が必要になっている。具体的には、次の一連の問いを立てて考えることが必要である。医療はいかなる意味で善いものであるのか、医療における正しさとは何か、医療はいかなる仕方で制度化されるべきか、医療化はどの範囲まで許されるべきか、医療と経済の関係はどうあるべきか、などの問いである。
これらの問いに答えてきた規範理論的研究にはそれなりの蓄積がある。本報告では、医療を＜機会平等の自由＞によって基礎付ける議論を検討していくことにする。
通常、医療の機会平等（機会均等）は、所得格差や地域格差を是正すべき理念として持ち出される。一般に、格差を正すこと自体は正当であるから、その限りで、機会平等の理念には有効性があることは認めておいてよい。しかし、本報告で問題にしたいことは、所得格差と地域格差を機会平等の理念によって是正しようとする議論が、格差を公平に扱うということをもって、不可避的に平等の理念そのものを放棄するに到るということである。つまり、平等の理念は、不当な格差を是正することをもって、必ずや、ある種の格差を正当化する結果になる。あるいはむしろ、ある種の格差を正当化するためにこそ、平等の理念は持ち出されるのである。なお、近年の混合診療推進に伴い、「結果の平等から機会の平等へ」と語られることが多い。この類の言説の評価と、本報告で検討する機会平等論との区別と関連は、別の機会に譲る。以下、三つの文献を取り上げる。また、そこで言及される三つの文献に関して三つの補注を最後に付す。
1. Norman Daniels, Just Health Care (Cambridge U. P. 1985)

　ダニエルズは、早い時期から、正義論をヘルスケアに適用すること、あるいは、ヘルスケアにおいて正義論を確立することを課題とする「応用哲学」(xi)を目指してきた。
「およそ八年前、初めて私が医療倫理の文献に対する関心を抱くようになったとき、驚いたのは、ヘルスケアの配分に関する哲学的な作業がほとんど為されていないことであった。よりドラマティックなトピック、すなわち、中絶、安楽死、臓器移植が、哲学の舞台を占拠していたのである。ごく例外的に、「ヘルスケアへの権利」にコメントが打たれることがあるにはあったが、ヘルスケアがいかなる社会的な善であるのかは誰も分析していなかったし、ヘルスケアの配分を決めるべき原則については誰も探求していなかった」(x)。
「1970年代の子である医療倫理は、エキゾチックなもので繁栄し、生死の新ドラマで成育した」(1)。
これに対して、ダニエルズは、どうしてヘルスケアが（個人的に、ではなく）社会的に善いこととされるのか、どのようにヘルスケアが社会的に配分されるべきなのかという問いを立てる。ダニエルズは、第一に、ヘルスケアの善さからヘルスケアにおける正しさへと、すなわち、善から正へと進む道を採用しようとしている。ヘルスケアにおいては、善の構想が正義に先行すべきだと主張しようとしている。第二に、権利論や権利言説は、善や正に先行するものではなく、逆に、善と正に後行すべきものであると主張する。
「本書での私の作業仮説は、ヘルスケアへの権利に訴えることは、正しいヘルスケアとは何かを探求する上で、適切な出発点にはならないということである。そもそも権利は、未開の地から自然に実る道徳的果実などではない。権利が実るには、開墾と栽培が不可欠なのである。だから、ヘルスケアに対する権利クレイムが正当化されるのは、その権利が、受諾可能な配分的正義の一般理論から収穫されうる場合だけであるし、より限定して言うなら、ヘルスケアの正義論から収穫されうる場合だけである。そのような理論こそが、いかなる種類の権利クレイムが適法的な権利であるかを判別するであろうし、正当な権利クレイムの範囲と限界を特定するのを助けるであろう」(5)。
　このようにダニエルズは、権利クレイム（生存権や健康権）から出発することを拒絶するのである。これは権利のある水準においては一応認められる主張である。法化された権利、あるいは、法化を求める（求めざるをえない）権利クレイムに関しては、権利は配分されるべきものであって、その配分方式に先立って「自然に」与えられているものではないと一応は解することができるからである。生存権も健康権も、仮に不可侵の権利として法化されているとしても、実際には法的次元においてさえも無条件に普遍的に平等に配分されているわけではないという厳然たる事実を踏まえるなら、ヘルスケアの倫理的な基礎として権利概念を用いることができないということは一応認めることができる。しかし、その上で、ダニエルズのように権利クレイムを退けるやり方には問題があることを指摘しておかなければならない。第一に、ダニエルズが、ヘルスケアに対する権利クレイムは、無条件に正しいとも無条件に善いとも見なすべきではない、少なくとも社会的にはそう見なすべきではないと主張するときに、つまり、配分的正議論を導入するまさに初発の段階において、ある種の権利クレイムを密かにターゲットとしておいて、それは無条件に受諾されるべきではないと決定していることである。これは控えめに言っても、ダニエルズの理論的な先判断＝偏見であると言わざるをえない。第二に、ダニエルズが、ターゲットに狙いを定めるとき、暗黙のうちに、ヘルスケアがすでに社会的に制度化され、しかもヘルスケアの資源は稀少であると想定していることである。配分的正義論が成立しうるのは穏健な稀少性の下においてであるという通念に無批判に従っているわけで、これもまた理論的な先判断＝偏見であると言わざるをえない。これでは、稀少性だけを理由に配分の執行を強いるように見える既成の現行のヘルスケア制度の追認を正義論によって行なうだけになるのではないかという疑念をいだかざるをえない。
とはいえ、ダニエルズで評価すべきところは、所得の配分とヘルスケアの配分を区別しようとする点と、ヘルスケアの配分の原理を定めることとヘルスケアの善の特質を定めることを結び付ようとする点である。要するに、健康・病気の問題と金・所得の問題を一応は区別しておこうとする点である。これはロナルド・ドゥオーキンの保険市場アプローチに対する批判として展開されているが、ここではその主要点だけを引いておく。
「そのような一般理論をヘルスケアに適用するためには、ヘルスケアはいかなる社会的な善であるのかを知る必要がある。ヘルスケアの機能と効果は何であるのかということ、そんな機能や効果があるからこそ、ヘルスケアは、さまざまな仕方で人生の質を改良する別のものとは、道徳的な重要性が違っているとどうして見なされるのかということを知る必要がある。正義論に訴えるだけでは、この問題を分析することはできない」(10)。
　そこで、ダニエルズは、ヘルスケアに対するニーズに着目する。これはダニエルズとともに強調しておくべきだが、このニーズは、食物・衣服・家屋に対するニーズと同様の重要性がある。それらのニーズは、たんなる財の選好とは区別されなければならない。このように、「われわれ」は、ヘルスケアに対するニーズを特別視しているのである。この思いなし、あるいは、厳然たる事実こそが、解明されるべきである。あるいは、改めて正当化されるべきである。
「われわれがヘルスケアに帰している重要性や緊急性をどのように説明するか。どうしてヘルスケアに対する選好は、他の種類の選好とは異なる仕方で扱われるべきなのか。われわれがヘルスケアに帰している重要性や緊急性を説明するような、そのような機能や効果がヘルスケアにはあるのか。ある種のヘルスケアは他のいかなるものよりも重要であるというわれわれの信念を、われわれは説明することができるか」(17)。

　ヘルスケアに対するニーズが特別なものである（と信じられている）からこそ、生存権・健康権という自然権的な言説が生ずるのであるし、救命原理という共同性の倫理が声低くであれ唱えられてきたのである。しかし、ダニエルズは、上の一連の問いを提出しておきながら、その道を行かない。ダニエルズは、ヘルスケアに対するニーズと財の選好を一旦は区別しながら、前者の後者に対する特別の事情を勘案するだけで、両者を比較する道に進んでしまうのである。それは、ドゥオーキンの保険市場アプローチの改良に手を染める形で為されている。ドゥオーキンの保険市場アプローチは、「所得」の婉曲語法であるところの「資源」、これの配分問題を解決することをもって、医療資源の配分問題を解決しようとするアプローチであるが（したがって、仮想自然状態における資産平等な状態からのオークションから帰結する結果として、病人が医療費に費やす分だけ所得が少なくなることは正当であるとする含意を含むものであり、また、標準的医療費でカバーできないサービスについては受益者負担に委ねるとし、標準から逸脱した過剰なサービスは必要ないとする含意を含むものであるが）、これについてダニエルズはこう書いていく。

「所得の取り分が公正であるかを知るには、所得の取り分によって適理的な(reasonable)保障範囲を購入することができるかを知らなければならない。しかも、いかなる保障範囲が適理的かを知るには、いかなるヘルスケアのニーズに対して保険を引き受けるのが賢明であるかを知る必要がある。こうして、結局のところは、ヘルスケアのニーズについて議論しなければならないのである！　われわれは、ヘルスケアの正しい配分の問題を、所得の正しい配分の問題に還元することはできないのである。所得の正しい配分を決めるには、適理的なニーズに応えるのに充分な所得はどれだけかを決めなければならないからである」(21)。
　要するに、ダニエルズは、所得の配分問題とヘルスケアの配分問題のトレードオフに入り込んでいるのである。その限りで、所得の取り分から調達して保障すべきヘルスケアの範囲を定めるという問題に答えようとする限りで、一連の問い、ヘルスケアの機能とは何か、ヘルスケアのニーズとは何か、ヘルスケアの配分を決めるべき原理となるような、そのようなヘルスケアの機能とニーズとは何かといった問いが立てられるのである。当初、ダニエルズは、ヘルスケアにおいては善から正へ進むべきであると主張していた。一見したところ、ダニエルズの議論は、ヘルスケアの善さの議論（以下に見る標準機能論）からヘルスケアの配分の正しさの議論に進んでいくように見えるが、実際にはそうなってはいないことが強調されなければならない。ヘルスケアの善さの議論は、予め所得の適理的な再配分の正義の議論によって完璧に制約されているのである。したがって、ダニエルズの議論は、保険市場アプローチと実質的には変わるものではないと言わなければならない。いずれにせよ、ダニエルズの中心的なテーゼが次のように提示される。

「われわれの仮説はこうである。われわれに関心のあるニーズとは、種に典型的な標準的な機能(species-typical normal functioning)を達成し維持するのに必要なものへのニーズである」(26)。
「こんな基本的な事実がある。種の標準的な機能の障害(impairments)は、個人に開かれている機会の範囲、個人の「人生プラン」や「善の構想」を構築するための機会の範囲を縮減するのである」(27)。
「したがって、種の標準的な機能を参照することによって指定されてくるニーズの種類は、客観的に重要であることになる。人びとは機会の標準的な範囲を維持することに根本的な利害関心を有しており、その種のニーズはこの利害関心に応ずるものだからである」(28)。
　ダニエルズはこう主張している。標準的な人間のためには、標準的な機会が開かれている。標準的な人間には、標準的な機会の平等が保障されている。あるいは、「われわれ」はそうであることに強い利害関心を有している。したがって、ヘルスケアとは、標準的な人間が、（一時的に）疾病によって標準的な状態から逸脱したときに、その逸脱した状態に対しては標準的な機会の平等は保障されていないからには、また、保障されるべくもないからには、何とかして標準的な地位に復帰したいというニーズに応ずるためのものであるということになる。ヘルスケアの機能とは、標準的な人間が一時的に逸脱したのを再標準化することであるということになる。だからこそ、ヘルスケアは社会的に善とされているのである。その限りでの所得の再分配が正当化されるというわけである。
　「標準」の用法を一応は認めて、言いかえるなら、そのように「標準」が使用されているという現状を踏まえて、批判を「標準」に関してと「非標準」に関しての二つに分ける。

　素朴に考える。どうして病気を治したいのか。病気を治してどこに「復帰」したいのか。標準的な「われわれ」は、標準的な健康（種に典型的な標準的な機能）を回復したいのである。標準的な「われわれ」は、病気になる前の原状を回復したいのである。ところが、繰り返し驚くべきことだが、このことは、医療の倫理的な基礎付けにはならないと見做されてきたのである。一体全体、これはどうしたことなのであろうか。健康概念や病気概念が複雑なものだからであろうか。健康や病気は社会的に構築されたものであって、種に自然的な生物的概念でも医学的概念でもないからであろうか。そういうことではない。少なくとも医療の規範理論はそのことを考慮に入れるところまで進んではいない。繰り返す。どうして、標準的な「われわれ」は標準的な健康を願うということが、医療の倫理的な基礎付けを与えないと見做されるのだろうか。こうした一連の問いをダニエルズは考慮しているように見えるが、実のところは、標準的機能の意義を「人生プラン」や「善の構想」に置き、さらに、その選択の機会の範囲を保障することに置くことによって、無視してしまうのである。ダニエルズからするなら、病人が病気を治して復帰したい原状とは、現行の経済生活における複数の人生ゲームのスタート地点以外ものではないのである。
　「非標準」に関して当然起こる疑問は、最初から標準的ではない人間、標準に復帰できなくなった人間のニーズはどうなるかということである。いわゆる生来の病気や障害、治療不可能な不治の病気における、医療とは区別されるべき看護や介護、これに対するニーズ、権利クレイムはどうなるかということである。ダニエルズは、これら一連の問いを、ロールズの格差原理の評価をめぐる議論を展開することによって避けようとしている。言いかえるなら、ロールズ解釈の形をとることによって、問いに直接的に答えることを避けようとしている。そのために、ヘルスケアをめぐるロールズ格差原理の解釈論争は、ロールズ自身の立場の変動も含め、隠微に錯綜したものになるが、その詳細な検討は別の機会に譲り、ここではダニエルズのロールズ批判だけを見ておくことにする。
「実際には、（ロールズの正義論には：引用者）ヘルスケア用の配分理論などないのである。そこでは誰一人として病気ではないからだ！……ロールズの理論は理想化されていて、「人生全体にわたって、ノーマルで、活動的で、完全に協働的な、社会のメンバー」だけに適用されている(Rawls (1982) ‘Social unity and the primary goods’, in A. K. Sen and B. Williams (eds) Utilitarianism and Beyond, p.168)」(43)。
「ケネス・アロー（K. Arrow (1973) “Some ordinalist-utilitarian notes on Rawls’ theory of justice”, Journal of Philosophy  70-9.）は、ヘルスケアを基本財のリストにただ付け加えたのでは、二つの問題が生ずることを示している。第一に、ロールズの第二の正義原理が要請するのは、不平等があるとしても、その不平等は最も恵まれない（代表的な）諸個人に有利になるように作動すべきであるということであるが、そうなると、極端なヘルスケアのニーズを有する人の特別なニーズを満たすために、過剰な資源が投入されるということにもなりかねないだろうし、ついには、社会のそれ以外の部分が貧困に追いやられるということにもなりかねないだろう。第二に、ヘルスケアに関しても指標付けを構成して、所得や資産とのトレード・オフを認めてしまうなら、ロールズがその指標付けによって避けようとしていた個人間の効用比較を強いられることにもなりかねないだろう」(44-45)。
　では、だからどうだと言うのか。一方では、万人に保障されるべき基本財に、ヘルスケアという社会的善を数え入れるなら、高額医療費を排除できなくなる。他方では、基本財に数え入れずに、交換可能で取り引き可能な財に数え入れるなら、万人に必要最低限のものと見なされるヘルスケアを正当化できなくなって、ヘルスケアの制度化は不必要であることになってしまう。これに対して、格差原理を直接的にヘルスケアに適用するなら、標準的で健康な人間と標準から逸脱した人間の（自然的かつ社会的な）不平等、これが正当化されるのは、前者が後者の利益になるための基本制度や協働体制を構築する限りにおいてであるということになる。私の見るところ、この帰結を、あるいはむしろ、現にそうなっているという厳然たる事実を、決してロールズは見て取らなかったし、また、外見に反して、ダニエルズは引き受けないのである。むしろ、この帰結を回避するためにこそ、格差原理に代えて、機会の平等を原理に仕立てていると言うべきである。
「ロールズの理論を拡張するための最も有望な戦略は、ヘルスケアの制度と政策を、機会の公正な平等を用意するための基礎的な制度に含めることである」(45)。
「われわれのアプローチは、興味深いことに、教育とヘルスケアをパラレルなものにする。両者ともに、機会の公正な平等に寄与する重要な戦略だからである」(46)。
　医療と教育を類比的に見做してしまう機会平等論の制度的内実は何であるのかという重大な論点の検討は別の機会に譲るが、こうして、殆どの論者が必然的にそうするように、ダニエルズもまた、非標準的な人間に対しては、平等の原理に代えて、恩恵の原理を用意することになる。最後の言葉はいつでも慈善である。
「ターミナル・ケアと、精神的にも身体的にも重い障害者に対するケア（第四級(the forth level)）……第四級のように、機会を保護するチャンスがない場合にだけ、重篤で永続的な障害者に関与する場合にだけ、正義が要請する範囲をわれわれは超えてしまう。そんな場合には、恩恵(beneficence)の原理が、われわれの責務のより重要なガイドとなるだろう」(48)。
こうして、恩恵だけがヘルスケアの善を体現することになる。ヘルスケアにおいて善から正を導くという構想は、善が非標準的な人間への恩恵に割り当てられ、正が標準的な人間への機会平等に割り当てられて終わることになる。このようにして善と正は分断され、正の内部で善と財がトレードオフされることになる。恩恵が体現する善を正へと展開する道は断たれることになる。以上を、「ブルジョア政治経済の不可侵の諸原則」と呼んでおいても間違いはないだろう。
2. Allen Buchanan et al., From Chance to Choice : Genetics & Justice 
(Cambridge U. P. 2000)

Chapter One Introduction
　ヘルスケアを倫理的に基礎付ける原理として機会の平等を採用すると、さまざまな問題を孕んだ帰結が出てくる。その中でも、最も奇怪と称してよい帰結を引き出しているのが、ブキャナンらの書である。ここでは、この点に絞って検討を加えておく。以下、著者名はブキャナンで代表させる。
　ブキャナンは、「遺伝的介入」(genetic intervention)が将来引き起こすであろう諸問題を視野に入れたとき、医療全般に関していかなるモデルを採用することが倫理的に妥当かを検討する。以下、三つのモデルが検討される。
①「公衆健康モデル」( public health model)

「公衆健康モデルは、集団における便益の産出と害悪の回避を強調する。…..それはひたすら帰結主義的であり、重要なのは総計である。……無制約で単純な帰結主義の推論は、悪の集計に対する善の集計の差額分だけに着目するために、負担と便益の配分における公正が基本的な価値の一つであることをまったく認知しないのである」(11)。
この医療制度の文脈における帰結主義批判は正当なものであろうが、ブキャナンに限らないが、公衆健康・公衆衛生が帰結主義的な概念であるということについて、実のところは突き詰めて考えられてはいないことを指摘しておく。そもそも、健康や衛生において、公的・公共的・公衆的帰結とは何であるのか。ここにおける公／私の区別と関連はどうなっているのか。健康や衛生における便益や害悪とは何であるのか。それを総計するとはいかなることであるのか。何をどのように総計するのか。これらの計算の対象となる集団とは何であるのか。集団の範囲をいかなる根拠でどのように確定するのか。病人・障害者が一人増えると、あるいは、病気や障害の程度が増すと、集団にとって何がどう増加・減少するのか。公衆健康・公衆衛生は閉じた制度なのか、いかなるシステムをなすのか、いかにして境界が画定されているのか。こうした一連の問題が完全に曖昧にされている。このようであるからには、帰結主義的な数理社会科学の理論が適用されるはずもないのに、このモデルの支持者も批判者も、まるで既に適用が済んだかのようにして応酬を交わしてきた。ブキャナンの批判にしても、以上のことを考えていないが故にまったく空疎であるし、帰結主義の側からするなら、負担と便益の配分的正義程度のことは理論的に捌けると反論できることにもなろう。
ところで、「総計」の例として、幼児死亡率と期待余命以外のものを見たことはない。ならば、寿命の「総計」を減らすことになるから、短命の子どもを産まない、また、可能な限り延命するという結論しか出てこないはずである。ところが、公衆健康・公衆衛生は、寿命の「総計」を最大にするなどということを公共政策の目的として設定したことなどはない。すると一体、帰結主義批判ということで、何が批判され何が曖昧にされていることになるのか。
帰結主義が適用されていると思われるのは、感染症対策であろう。感染症患者は害悪を他に及ぼし、全体の害悪を増す。そこで、感染者は隔離・治療される。ここで注意すべきは、全体の害悪を減少させる効率的な対策は、感染者を隔離することだけでなく、感染者を治療することでもあるということである。議論はありうるが、感染症の場合には、帰結主義は一定の正しさを有している。ところで、ブキャナンは、公衆健康モデルは、感染しない障害・遺伝病も、世代間「感染」のごとくに捉えるとする。
「公衆健康モデルによるなら、「水平に伝わる」感染病と「垂直に伝わる」遺伝病の唯一の違いは、後者によって引き起こされうる害悪のほうが、はるかに大きいということであった。とすると、隔離や感染地域への旅行の制限といった個人の自由を侵害する方策が、感染病に対する適切な方策であるとするなら、それらは、遺伝病から生ずるありうべき大きな害悪を避けるために、もっと積極的に正当化されるということになる。この種の公衆健康モデルを、垂直感染病モデルと呼んでもいいだろう。ひとたびこの観点が採用され、無制約で単純な帰結主義と結び付られるなら、自由を侵害する危険と、排除と差別の危険が、劇的に増大することになる」(12)。
　実は、ブキャナンはこの垂直感染モデルを密かに認めていると解さざるをえない。そうでなければ、遺伝子介入を制度化することを正当化するなどという議論を展開する動機がなくなるだろう。

②「個人サービスモデル」(personal service model)
「優生運動において支配的だった公衆健康モデルに怯み(recoiling)、とりわけ垂直感染病モデルに怯んだために、医療遺伝学者と遺伝カウンセラーは、遺伝子検査と遺伝子介入は、個人が適当に取捨選択すべき、個人に提供されるサービス――私的消費のための財にすぎないという見解を公的には支持している」(12)。
　ブキャナンも、現状においては＜欠陥のある子どもを生もうとする個人＞に対して経済的・社会的圧力がかかるために、当の個人の自由・選択が保証されなくなるかもしれないという指摘をしてみせる。ブキャナンもまた、いわゆる新優生学に対する批判を共有している。しかし、ここでの問題は、サービスとは何であるのか、医療モデルとして個人サービスモデルが適切であるのかが、それとして突き詰められていないことである。しかも、遺伝子検査と遺伝子介入という医療サービスは、決して市場で提供されるサービスにはなっていない。供給側を考慮に入れるなら、個人サービスモデルが使い物にならないことは明らかである。結局のところ、ブキャナンが新優生学批判を行なって狙っていることは、遺伝子介入に関する個人サービスモデル・市場モデルを退けて、実質的には公衆健康モデルと変わらない制度化を正当化することであると言わなければならない。
③「第三のアプローチ」(a third approach)
「われわれは、遺伝子介入技術の使用を選択するための、体系的で擁護可能な道徳的枠組みを展開するつもりである。われわれの見地は、公衆健康モデルと個人サービスモデルの間を進むものである」(14)。

　この第三のアプローチを導く「正義」の原則は、「平等な機会」(equal opportunity)と「包摂の道徳」(morality of inclusion)であるとされる。ここで正義は、個人の徳性ではなく、制度の原則であると強調されていることに留意しておきたい。つまりブキャナンは、遺伝子介入技術が制度化されるべきことを自明の前提としている。
　さて、平等機会はヘルスケアそのものを正当化する正義原則であるとされる。この点で、ブキャナンはダニエルズを引証している。
「ここで、われわれは、正しいヘルスケアについてのノーマン・ダニエルズの理論の基本線を採用する。その核心は、正しいヘルスケア・システムは、病気に起因する機会への障壁(barriers)を取り除くように努めるべきであるということである。……一般に、遺伝子介入は、少なくとも病気の治療と予防のために使用されることを通じて、平等機会を達成する重要な方策となるであろう」(16)。
ところが、ヘルスケアは平等機会を保障する限りで正しいとする見地は、ダニエルズにおいても幾つかの難題を生み出していた。治療不可能な他者、平等化不可能な他者、「引退」後の高齢者など、平等機会という制度の構造的他者をめぐる難題である。ところが、ブキャナンは、病気ではない障害に介入すること平等機会原則によって正当化するのである。

「より困難で深刻な問いが生ずる。すなわち、病気を成すわけではない生来の不平等を予防するための遺伝子介入、これを平等機会は要請したり許容したりするのかという問いである。われわれの見るところでは、生物医科学が提供することのできる便益のすべてを、ヘルスケアは包摂しているわけではない。正義の観点から見る限りでは、病気の治療と予防だけにヘルスケアは関係している。しかしながら、われわれはこう論ずる。すなわち、水平な競技場という考え方(level playing field conception)の幾つかのバージョンからするなら、平等機会の要請は拡張されて、病気を成さない生来の不平等に対抗するための介入も要請されるのである」(17)。
平等の理念、平等機会の理念、競技場でのスタートラインでの平等の理念の下に、「個人のコントロール範囲を超える要因、「自然の籤引き」による不運(bad luck) への人道的で遺伝的な介入が正当化されるのである。それは正義の行ないになる。ここでも、注意すべきは、ロールズ批判が添えられていることである。ブキャナンによるなら、ロールズの平等機会観は、病気ではない「生来の不利な境遇(natural disadvantages)」に対する遺伝的介入を許容しないし、その意味において、平等機会の構造的他者を放置している。
「ロールズのような平等機会の解釈によれば、不当な(undeserved)不利な境遇、より望ましくない遺伝的才能(endowments)を含む不利な境遇は、正義の観点からして、すべてが補償(redress)を要するわけではないのである。そうではなくて、この平等機会解釈によれば、各人の財に対する権原の基礎を、各人の有する生来の有利な境遇に置くような社会制度を構築することが不正であるだけなのである。この見地によれば、個人がより望ましくない遺伝的才能を有する場合、平等機会のためということであっても、いかなる予防介入も要請しないのである。そのような正義の観点によれば、生来の不平等そのものは何ら問題にはならない」(17-18)。
こうしてブキャナンは、ロールズの平等論の「限界」を乗り越えて、平等機会の原則から、馬鹿げた理念であるとしか評しようのない、genetic equality(18)（遺伝的平等、遺伝的均質？！）なるものを理念とし、これをヘルスケアの規範に仕立て上げようとするのである。もう一つの包摂の原則はこう定式化される。
「一般に正義論は次の想定の下に始められる。すなわち、すべての成員が活動的で有効＝実戦的な(effevtive)参加者であるような単一の協同の枠組みとして解された社会、ここでの負担と便益をいかに配分するのかということが最も基本的な問題であるという想定である。正義の論点をこのように定式化すると、二つの重大な点が見過ごされることになる。第一に、公正な配分という基本的な問いが投げかけられている基礎的協同の枠組み、これの性格を人間はいくらでもコントロールできるということである。第二に、社会における最も基礎的な協同の枠組みの性格次第で、誰が「出来ない(disabled)」のか、誰が出来なくないのかが決定されるだろうということである。言いかえるなら、生産と交換の最も基礎的な制度がいかなるものであるのかによって、個人が社会的協同に有効に参加するためにはいかなる能力をもたなければならないかが決定されることになるだろう。／しかし、協同の枠組みの選択が、どの人が有効に参加することができるのかに関して深甚な帰結を含んでいるなら、正義について予め(a priori)問われるべき問いがあることになる。すなわち、社会の最も基礎的で包括的な協同図式を公正に選択するためには、何が要請されるのかという問いである。この問いに答えようとすることで、われわれは無能力＝無資格(disability)の本質そのものについてより深い理解を獲得するように促される」(20)。
これは正しい理論的態度であろう。ところが、ブキャナンは、この問いを手放してしまって、また、社会のスキームを変える方向で考えるのではなく、無能力＝無資格な人間を変える方向に、要するに人間の人為淘汰の方向に進むのである。これがブキャナンの包摂の道徳の正体である。ブキャナンは、障害者運動の達成や優生批判の観点を巧みに取り入れてはいるが、平等機会の名の下に優生政策の制度化を主張しているのだと言わざるをえない。しかもそれがヘルスケアの一項目であるとされるのである。
「最大限に(dominant)包括的な協同枠組みを選択する責務がある。すなわち、遺伝的損失(impairments)のために参加から排除されることを最小にする協同枠組みを選択する責務がある。包摂の責務が真剣に受け取られるべきであるなら、遺伝子介入の倫理に対する個人的選択モデルには重大な制限がかけられることになる」(20-21)。
ここまでがイントロダクションの紹介である。以下、関連する論点を拾っておく。
　第一に、排除と包摂が問題化される基礎的な制度についてであるが、ブキャナンは、生産と交換の制度を検討することはしないで、保険制度と雇用制度だけを念頭に置いている(27)。そして、現行の保険制度と雇用制度はそのままにした上で、機会平等を保障されるべき範囲を広げて包摂するために、遺伝子介入は善用されうると議論を進めている。したがって、遺伝子介入の夢想は排除の道徳の変装でしかない。
　第二に、包摂は全人間に及ぶものとは考えられてはいない。包摂の道徳に裏打ちされた機会平等論もまた、構造的他者を具体的に想定している。ブキャナンは、中絶を含意する遺伝子スクリーニングを認められる「重篤(very serious)」な事例として「軟骨発育[形成]不全(the gene for achondroplasia)」があげている(47)。そして、ある障害者運動団体もそのことを承認していることを引き合いに出している。single copyだとhealthy dwarfが生まれるが、combinationだとdreadfulになるというので、dwarfのカップル自身がそれを求めているというのである。Cf. Ricker, Ruth E. (1995) “Do We Really Want This? Little People of America Inc., Comes to Terms with Genetic Testing”, Position Paper, Little People of America Inc. その上で、ブキャナンは、「重い無能力＝無資格(severe disabilities)」に関しては、「予防」は許されるだけではなく「両親の責務」であるとするのである(47-48)。

　第三に、ブキャナンも、ロールズを批判し、しかもロールズに優生思想を見て取っている。引用頁が付されていないが、A Theory of Justice(1971)から、以下の箇所が引かれている。「より大きな生来の資産(natural assets)をもつことは各人の関心＝利益になる。より大きな生来の資産をもつなら、より好ましい人生計画を追及することができる。……当事者(parties)は、自分の子孫のために最良の遺伝的才能を保障してやりたいと願っている（当事者自身の遺伝的才能が固定していると仮定してのことであるが）。先行する世代は後続する世代に対して、この点で適理的な政策を追及することが必要である」。
第四に、ブキャナンは、富を配分できるように遺伝子を配分できるとしたらどうかと問いを立てている(59)。しかも、こう問うことは、「正義の領域に生来の資産の配分を含めること」(63)であるとしている。ここには幾重もの錯誤がある。

第五に、ブキャナンは、一貫して、遺伝子介入もエンハンスメントも、個人サービスとしてではなく、医療制度のサービスとして捉えるべきだとしている。その根拠として機会平等が使用されている。ところで、ヘルスケアの目的・理念に関して、ブキャナンは揺れている。一方では「政治生活、社会生活、経済生活」への参加の保障とし(122)、他方では「標準機能モデル」を採ってもいるが(126sq)、上に検討したように、両者の実質に変わりはない。

3. Lesley A. Jacobs, Pursuing Equal Opportunities: The Theory and Practice of Egalitarian Justice (Cambridge U. P. 2004)

Chapter 7 Universal Access to Health Care

　二つの文献を見る限り、機会平等によって医療を基礎付ける正義論は、その医療化の範囲は全く吟味されていない点を別としても、標準的な人間にとっても、非標準的な人間にとっても、好ましいものとはとても言えない。機会平等の理念、平等という主要徳に主導された正義論は、どこか医療の理念や医療の善とは折り合いが悪いのである。このことは、ヘルスケアの善から出発して正義を構想しようとするなら、平等の理念は使い物にならないことを示唆してもいるだろう。この点で、機会平等の理念を支持しながらも、ヘルスケアに関しては機会平等の理念は意義を持たないとするジェイコブズの議論が参照に値する。ジェイコブズは、ヘルスケアの意義を普遍的アクセス（普遍性の内実の検討は別の機会に譲る）に求める。その観点から、ヘルスケアの基礎を機会平等に求める立場を批判する。
「私が主張してきたのは、資源を求める競争があるようなときにだけ、機会の平等は適用可能な平等主義的理念であるということである。したがって、資源のための競争が不適切な場合については、その概念で言えることは何もないのである。……規制的理念としての機会平等の限界を示すために、私はヘルスケアを事例として使うことにする」(169)。
ジェイコブズはヘルスケアに関して以下の見解を示していく。
「私の立場からすると、ヘルスケアの稀少な資源を公平に割り当てる仕方がどんなものであっても、割り当ての装置として、競争は不適切である。言いかるなら、個人は、ヘルスケアを求める競争者として扱われるべきではない。ヘルスケアは賞金と見なされてはならない」(170)。
「ヘルスケアと社会正義をめぐる主要な関心事は、市場を使用するか否かということではない。そうではなくて、ヘルスケアへのアクセスをどうするかということである。たしかに市場は論争の一部をなすが、その中心をなすわけではない」(172)。

「アメリカのヘルスケアの成功にせよ失敗にせよ、それが安直に市場への依存に帰せられるべきとは思われない」(173)。

「普遍的アクセスをめぐる論点（何に、誰が）を解くためには、アクセスの当のレベルの基礎となるより深い規範原理を明確にしなければならない。何がヘルスケアへの普遍的アクセスの基礎となるのか。何が万人のヘルスケアへのアクセスを正当化するのか。たぶん、最もよく知られている答えは、ヘルスケアへのアクセスは支払能力を基礎とすべきではないというものである。実際、この答え方は、先に言及したウィリアムズ、ウォルツァー、ラディンの見解を統合するものである。そして、財の市場はしばしば支払能力を基礎として構造化されているから、彼らがヘルスケアの市場を拒否することはこの点で諒解することができる。彼らの主旨は、彼あるいは彼女の社会的経済的階級にかかわらず、個人が富んでいるか貧しいかにかかわらず、各人がヘルスケアにアクセスできるべきであるということであろう。それは直観に訴えるものがあるが、限界的(marginalizing)支払能力によって普遍的アクセスを説明することは不可能である」(174-175)。
「私の見解は、普遍的アクセスは、その基礎において、個人はヘルスケアのために相互に競争するようになってはならないという信念を反映しているということである。普遍的アクセスは、ヘルスケアが勝者への賞金であるとこを拒絶するのである。誰もがアクセスするなら、誰も敗者とは言われえない。現金や財と交換できない現物でのヘルスケアの便益を基礎とすることによって、普遍的アクセスのスキームは、個々の市民がヘルスケアのサービスと産物のために相互に競争することを認容しないのである」(175)。

　ただしジェイコブズは、ヘルスケアへの普遍的アクセスの規範的基礎付けを本書では与えていない。それについては公刊準備中の下記の書に書くとしている。Canadian Health Care (U. of British Columbia Press). ともかく、ジェイコブズは、平等機会の競争モデルは、普遍的アクセスの基礎を与えないということに限定して論ずる。注意しておきたいのは、機会平等論者にしても、構造的他者に対して慈善・慈愛などの名目で医療サービスを与えることについては、これを露骨に拒絶はしないということである。普遍的アクセスという理念には、何かあからさまには否定し難い価値が含まれているのである。そして、それが何であるかは別として、機会平等論がそれを解明しないことは明らかである。 

「私の立場は奇怪に見えるかもしれない。とくに、普遍的アクセスの支持は、平等主義を基礎としていると広く信じられているからである。……平等主義の試みは失敗するし、普遍的アクセスの基礎は平等主義にあるという通常の信念は間違えている」(176-177)。
「大きく捉えて、ヘルスケアへの普遍的アクセスを擁護するために平等主義者が使用してきた二つの基本的戦略を区別することができる。第一の戦略（包括的戦略と呼んでおく）によるなら、配分的平等は、各人が社会において資源の平等な分け前を得ること、その分け前には最低限の標準的なヘルスケアへのアクセスが含まれることを要請する。……第二の戦略（制限的平等主義戦略と呼んでおく）は、配分的平等の一般理論を持ち出すものではない。その代わり、それは、ヘルスケアへの普遍的アクセスは機会平等のために必要であるということを根拠にして、ヘルスケアへの普遍的アクセスはより制限された仕方で正当化されうると主張する」(177-178)。
　これら二つのタイプはともに、医療をめぐる信念を解明しないし正当化しないのである。なお、ジェイコブズは第三のタイプとして以下のものをあげている。 Allan Gibbard, “Health Care and the Prospective Pareto Principle”, Ethics 94 (1984): 261-282 

補註１．Kenneth J. Arrow, “Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls’s Theory of Justice,” The Journal of Philosophy (1973): 245-263

アローは、ロールズの資産平等主義(asset egalitarianism)（生来の才能の配分を共有資産＝利点と見做すこと、この配分から生ずる利益を分与すること）と、生産性原理（個人が創造したものは個人に権原がある）とは緊張関係にあるとする。とくに、アローによれば、格差原理は、受け入れがたい含意を含んでいる。
「社会の最悪状態の成員のためになる給付＝利益(benefit)は、いかに小さなものであっても、より良い状態の個人に生ずる損失がいかなるものであれ、後者の状態を前者の状態以下にしてしまうのでなければ、その損失より重要であるということを格差原理は含意している。そのため、容易くこんな医療手段(medical procedures)が存在しうることになる。すなわち、ほとんど何も満たされないままたんに生かしておくには役立つが(which serve to keep people barely alive but with little satisfaction)、余りに費用が嵩むために集団の残りを貧困に追いやるような手段である。そんな手段が採用されるべきであるということをマキシミン原理は明らかに含意しているだろう」(251)。

ロールズはこの類の議論を考慮しながらも、実際上はありえないとして退けているが、ヘルスケアにおいてもその趣旨が成り立つとまでは主張していない。こうして、アローは、基本財と個人間効用比較の関係についてのよく知られた批判を展開する中で、こう書き付けるのである。
「血友病患者を考慮してみよ(consider the haemophiliac)。すなわち、出血に関して標準的な人間に匹敵するセキュリティ状態に達するためには、凝固剤治療で毎年約4000ドルを要する血友病患者を考慮してみよ。所得の平等が平等を意味するだろうか。そうではないとしたら、整合的であろうとするなら、ロールズは、基本財のリストに健康を付け加えなければならないだろう。しかし、その場合には、健康と富のトレード・オフが生ずるし、そのことによって、効用関数を差異化するという概念的問題のすべてを引き寄せることになる」(254)。
　問題の核心は、アローもまた、トレード・オフ問題に関して定見を持っていないということよりは、ヘルスケアの経済に関して何も考えていないということにある。「血友病患者」を殊更に焦点化するというその理論と態度に欠陥があるのだ。
補註２．Ruth E. Ricker, “Do We Really Want This? Little People of America Inc. Comes to Terms with Genetic Testing” Little People of America, Inc. (1995)

<http://home.earthlink.net/~dkennedy56/dwarfism_genetics.html>

dworfismの最も多いタイプに関する遺伝子変異（軟骨発育形成不全の遺伝子変異）が発見されたのを受けて出された文書である。それ以前から、「多くのdwarfカップルは、（幼児期に）致死的なdwarfing状態で生まれる胎児に気づくために出生前超音波検査を用いてきた」。この技術には誤診が多いため、胎児の頭蓋の大きさを考慮して、殆どのdwarf女性は帝王切開を選んできた。ところが、羊水の出生前診断によって遺伝子変異の検出が可能になったわけである。
「われわれは、一世代か二世代の間に、平均的なサイズの両親から生まれるdwarf子どもが劇的に減る可能性と、あらゆるサイズの両親が、すでに脊椎破裂とダウン症について為されているように、「健康な」dwarf幼児をスクリーニングし生むことを予防する圧力を加えられる可能性について、会員に問題提起を行なっている。何人かのメンバーは、その人生経験や哲学から、この可能性を歓迎している」。
「しかし事態はそれほど簡単ではない」。軟骨形成不全で致死的な者は、それほどの率でも数でもないことなどが指摘される。また、平均的なサイズの人が、「健康な」dwarf幼児の育児などについて無知であるから啓発が必要であることが指摘される。
全体として、文書は、生むための指針として書かれている。dworfの女性が安全に生むためにこそ、胎児がノーマルかを確認しなければならないのである。そして胎児がdworfであることはそれとして歓迎されることなのである。選択的中絶を推奨しているどころか、選択的中絶を全否定しないものの、遺伝子検査が生むために活用されている稀有の例であると言うべきである。

　したがって、ブキャナンがこの文書を自己の議論に引証することは許し難いと言わざるをえない。それだけではない。ブキャナンの議論からするなら、この場合は、軟骨発育形成不全を初期の胎児の段階で「標準化」「包摂」するために遺伝子介入すべきという「夢」を語るべきところであるはずだ。ところが、ブキャナンは、障害者運動の「権威」を借りて、選択的中絶の「夢」だけを示唆するのだ。

補註３．Allan Gibbard, “Health Care and the Prospective Pareto Principle,” Ethics 94(1984):261-282

ヘルスケアへのアクセスにおける社会的正義とは何か。ギバードは、正義は次のことを要請しないとする。＜誰もが、自分の利益になりうると期待されるすべての種類のヘルスケアにアクセスすることを保障されること＞、すなわち、＜誰もがすべてにアクセス＞の保障ではない。＜誰もが、所得や住所の違いにかかわらず、同じヘルスケアにアクセスすることを保障されること＞、すなわち、＜誰もが同じものにアクセス＞の保障でもない。ギバードによるなら、それらは正しくはない。そうではなくて、＜誰もが、ヘルスケアへのアクセスの「品位あるミニマム」を保障されること＞である。最小限を決めるのは難しいが、とにかくミニマムの保障が正しいというわけである。それを正当化するために、不確実性の下で、すなわち、各人が将来自分がどのようなヘルスケアを必要とするかが定かではない状況では、パレート原理を事前判断を基礎付けるように適切に変更して、集団の全体が合理的に用意すべき水準を決めておくことができるというお話である。
では、どうしてそんなお話しが必要なのか。「極端に費用が嵩む治療」を保障しないことは正義に反しないと言うためである。事前においては、初期状態においては、誰もが病気でも健康でもないと想定されている。その想定の下ではゲームは簡単に始められる。では、ギバードに従って、事後的な結果を見て正義を判定するのは間違いであると認めたとしよう。それでも、そのことは事前に考慮に入れて一向に構わないはずである。誰かが厳しい病気になることは事前にも予想できるし、さらに言えば、そのことで稼げるようにする制度を構想することさえも事前に計画可能なのである。どうして、事前に、初期設定の下で、所得のことしか考えられないのか。各種の社会理論をこう批判しておこう。

結語

　医療を機会平等で基礎付けるのは無理である。医療は機会平等を保障するためのものではない。また、平等主義的な議論、財の配分的平等、生来の資産の平等、遺伝子の平等などを援用する議論も、医療を基礎付ける上でも、医療の有り様を解明する上でも、採用することはできない。医療と平等理念はどこか折り合いが悪いのである。
　誰もが平等は理念であるとする。そのとき、誰もが生来の平等も社会的な平等もありえないと考えている。すなわち、誰もが生来の不平等と社会的な不平等があると考えている。生来の不平等が社会的に構築されていることを認めても、健康や病気に関して何らかの不平等があると考えている。そして、平等主義的正義論は、健康や病気に関する不平等を公平に扱うことと、生産と財に関連すると見なされる能力に関する不平等を公平に扱うことを絶えず混同することによって、いたるところで構造的他者を創出して排除する。このブルジョア政治経済の秘密の一端を本報告は示したことになる。
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